
道路位置指定（建築基準法第42条第1項第5号）の流れ図

計画案の立案

↓

計画案の相談

↓

＝

↓

接続先既存道路の協議 ＝ 道路境界、2項道路等の確定作業

↓

区による下図等の点検 ＝ 下図、申請書等の作成

↓

道路工事の着手 ＝

↓

↓

道路位置指定の申請 ＝ 申請手数料(50,000円)

↓

道路工事の完了 ＝ 検査日の予約

↓

完了検査　＊合格

↓

位置指定通知書の発行 ＝ 通知書の受理

↓

告　示

１．申請書、指定図の清書
２．関係権利者の押印、印鑑証明等
の受理

公図、登記簿、その他書面等による
権利者の把握

関係権利者への説明及び内諾

＊計画案の相談から通知書発行までの期間については、権利者・他の部局・当事者が含まれている
ことからお答えをしていません。また、下図の点検及び通知書のみについては、目安を示すことが
出来ます。

　＊相談の内容によっては、計画図書を預かり回答を
　　行っています。


